
議案第８号 

 

 

 

令和８年度世田谷区教育委員会の権限に属する 

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       令和８年２月９日 

 

                   （提出者） 

                           世田谷区教育委員会 

教育長 知久 孝之 

 

 

（提案説明） 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条に規定される「教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」について、令和８年度の実施方針を決定す

るため、本案を提出する。 
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令和８年度世田谷区教育委員会の権限に属する事務の 

管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針（案） 

 

１．趣 旨 

（１）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、毎年、主な施策や事

務事業の取組み状況の点検及び評価を行い、進捗状況や課題、今後の取組みの方向性を

明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

 

（２）点検及び評価の結果については、報告書を作成し、これを世田谷区議会に提出する

とともに、区民等へ公表することにより、教育委員会の責任体制の明確化を図る。 

 

２．実施方法 

（１）世田谷区教育振興基本計画の２０の取組み項目を対象とし、年１回実施する。 

（２）令和７年度の「取組み項目」の進捗状況を踏まえ、課題や今後の取組みの方向性を

示すものとする。 

（３）点検及び評価の実施にあたっては、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取す

るとともに、学校等の意見の反映に努める。 

（４）点検及び評価の結果については、報告書を作成し、世田谷区議会へ提出するととも

に、ホームページ等で公表する。 

 

３．教育に関し学識経験を有する者の選任及び委嘱 

（１）候補者（五十音順、敬称略） 

・岡出 美則（日本体育大学スポーツ文化学部スポーツ国際学科 教授） 

・小松 郁夫（国立教育政策研究所 名誉所員） 

・村上 純一（国士舘大学文学部教育学科 教授） 

 

（２）任 期 令和８年２月２７日～令和８年９月３０日 

 

４．スケジュール 

令和８年３月～４月  「取組み項目」などの進捗状況等の作成 

５月～６月 教育委員会による点検及び評価の実施、学校等から意見聴取開始 

６月～７月 学識経験者からの意見聴取開始 

８月    教育委員会定例会で点検及び評価の結果を審議 

報告書の作成 

９月    区議会へ報告、区民へ公表 
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 ＜参考：点検・評価を行う項目＞ 

 

世田谷区教育振興基本計画の取組み項目 

基本方針 取組み項目 

１ 新しい知を創

造する 

１－１ 乳幼児教育・保育の充実 

１－２ 知を創造する学びの推進 

１－３ 社会の担い手の育成 

１－４ 新たな学びの場の確保（多様性や個性を認め伸ばす学びの場づくり） 

１－５ 教育環境の整備 

１－６ 子どもの安全・安心の確保 

１－７ 学校への支援と働き方改革 

２ 地球の一員と

して行動する 

２－１ グローバル人材の育成・国際理解教育の推進 

２－２ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進 

３ 多様性を受け

入れ自分らしく生

きる 

３－１ インクルーシブ教育の推進 

３－２ 特別支援教育の充実 

３－３ 不登校支援の充実 

３－４ いじめ防止等の総合的な推進 

３－５ 健やかな心身の育成 

３－６ 人権教育・道徳教育の充実 

４ 共に学び成長

し続ける 

４－１ 家庭・地域との学びの連携 

４－２ 地域で支える教育活動の推進 

４－３ 生涯学習・社会教育の充実 

４－４  地域の教育力の活用 

４－５ 地域社会との協働 
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